
平成２３年度 第３回 四国地方整備局事業評価監視委員会

の開催結果（速報）

１．日時：平成２３年１０月３１日（月）１３：４０～１６：４０

２．会場：高松サンポート合同庁舎 １３階会議室

３．出席者

委 員 ：矢田部委員長、高塚委員、土井委員、中野委員、三木委員、

渡邊委員

四国地整：局長、次長、次長兼総務部長、企画部長、建政部長、

河川部長、道路部長、港湾空港部長、営繕部長、他

４．議事内容

・再評価審議

１）仁淀川直轄河川改修事業

２）四万十川直轄河川改修事業

３）重信川直轄河川改修事業

４）肱川土地利用一体型水防災事業（大和（上老松 ））

５）撫養港海岸直轄海岸保全施設整備事業

６）四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東

７）四国横断自動車道 阿南四万十線 須崎新荘～窪川

８）一般国道５６号 中村宿毛道路

９）一般国道５６号 宇和島道路

10）一般国道３３号 高知西バイパス

５．審議結果

・再評価対象事業について審議した結果、以下の結論を得た。

１）仁淀川直轄河川改修事業

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。

２）四万十川直轄河川改修事業

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。

３）重信川直轄河川改修事業

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。

４）肱川土地利用一体型水防災事業（大和（上老松 ））

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。

５）撫養港海岸直轄海岸保全施設整備事業

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。



６）四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。

７）四国横断自動車道 阿南四万十線 須崎新荘～窪川

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。

８）一般国道５６号 中村宿毛道路

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。

９）一般国道５６号 宇和島道路

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。

10）一般国道３３号 高知西バイパス

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。

６．主な意見

・河川改修事業においては、ハード整備のみならず、ソフト対策の取り

組みについてもしっかり説明すべきである。

・道路事業の整備による産業や観光への効果について定量化に努めるべ

きである。


